
令和６年４月８日 

生徒の皆さん 

保護者の皆様 

県立正徳館高等学校長 

 

いじめの相談について（お知らせ） 

 

 本校では、学校ホームページ（http://www.shotokukan-h.nein.ed.jp/）に掲載してある

「いじめ防止基本方針」に則り、いじめ事案に対応しています。相談したいことがありまし

たら、以下のようにお願いします。 

 

※ 本校のいじめ対策推進教員は、野﨑尚文教諭です。 

 

なお、生徒・保護者の皆様への協力要請や支援については以下のようになっております。 

○被害生徒の保護者及び加害生徒の保護者に対し、速やかに事実を報告し理解を求めると 

ともに、いじめの事案に係る情報を共有し、早期解決のための協力を依頼します。 

 ○いじめを解決する方法については、被害生徒及びその保護者の意向を踏まえ、決定しま 

す。 

  ○加害生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向けながら、当該生徒が二度といじ 

めを起こさないよう、継続的に指導・援助をします。 

  ○いじめが解決したと思われる場合でも継続して十分な注意を払い、必要な指導・援助を 

行います。 

 

 

 

 

○相談がある場合には、本校職員までお気軽に御相談ください。 

０２５８－７２－３１２１（代表） 

 
○新潟県教育委員会へ相談する場合は、下記までお願いいたします。 
①２４時間子どもＳＯＳダイヤル ０１２０－０－７８３１０（２４時間無料） 
②新潟県いじめ・不登校等相談電話０２５－２８５－１２１２（２４時間受付） 
③新潟県いじめ・不登校等相談メール ijime@mailsoudan.org （平日８：３０～１７：１５） 
 
 

○子供のSOSダイヤル等の相談窓口  

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm （文部科学省ホームページ）  

 

 

 

○相談窓口ＰＲ動画「君は君のままでいい」  
https://youtu.be/CiZTk8vB26I（YouTube文部科学省公式チャンネル） 

【担当】 

生徒指導主事 教諭 野﨑尚文 

電話 0258－72－3121（代表） 

http://www.shotokukan-h.nein.ed.jp/

